
№
意見
区分

意見要旨 回答

1

賛
成
意
見

　条例改正案に賛成する。
（他　同様意見４件）

　ご意見ありがとうございます。
　今後も安全・安心な民泊制度の運用
に努めてまいります。

2

制
限
区
域
の
拡
大

　家主不在型の民泊が近くにあるこ
とにより非常に生活環境が悪化して
いる。制限の範囲を100mでなく、通
学路に隣接する地域もふくめていた
だきたい。

　ご意見ありがとうございます。
　今回の条例改正案は、静穏な学校環
境の維持のため、法第１８条に基づき、
合理的に必要と認められる範囲におい
て区域と期間の制限を設けたところで
す。
　今回いただいたご意見も参考にしなが
ら、引き続き、適時必要な見直しを行
い、制度の運用に努めてまいります。

3

そ
の
他

（
旅
館
業
法
に
対
す
る

要
望

）

　今回の条例改正を民泊に限らずに
旅館やホテルにも及ぼして頂きたい
と熱望する。子どもたちの心身の安
全を考慮して欲しい。
　小中学校周囲100メートル範囲内
の管理人が不在の旅館・ホテル営業
は認めないとの条例施行に向けて積
極的に取り組んでいただきたい。
（他　同様意見６件）

　ご意見ありがとうございます。
　旅館やホテルは、旅館業法に基づき
営業を行わなければなりません。今後も
事業者に対し、法に基づく監視指導を
実施することで、安全に事業が運営され
るよう努めてまいります。
　また、小中学校周囲１００ｍ範囲内の
管理人不在の旅館・ホテル営業を認め
ないとする条例制定は、法律の趣旨を
超えた規制強度の高い義務付けを行う
こととなるため、現状では難しいと考えて
おります。ご理解いただきますようお願
い申し上げます。

4

そ
の
他

（
意
見
募
集
方
法

に
対
す
る
意
見

）

　このような意見募集については区
のホームページ以外、どのような方
法で広報しているのか。意見募集周
知の方法について改善を求める。

　ご意見ありがとうございます。
　今回のご意見募集については、７月26
日からの募集開始前の区報７月21日号
に掲載いたしました。また、区政情報
コーナー（区役所２階）、各特別出張
所、生活衛生課窓口でも、本改正案に
ついての概要とご意見記載用紙を設置
することでお知らせをしたところです。ご
理解いただきますようお願い申し上げま
す。
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